
香美 告示第 号               成 日公布 

 

香美 自立援 訪問型サ ビ 事業 人員 設備及び運営 関  

基準等 定 要綱 

 

趣  

第 条 要綱 介護保険法 成 法律第 号 法 いう

第 条 第 項第 号イ 規定 訪問型サ ビ 事業 う 香

美 介護予防 日常生活支援総合事業実施規則 成 香美 規則第

号 規則 いう 第 条第 号ア 規定 自立援 訪問型サ ビ

事業 自立援 訪問型サ ビ 事業 いう 人員 設備及び運営

関 基準 い 定  

定義  

第 条 要綱 い 次 各号 掲 用語 意義 規則 例 ほ

当該各号 定  

 法定 理 領サ ビ  法第 条 第 項 規定 第

号事業支給費 利用者 自立援 訪問型サ ビ 事業 利用 者 いう

同 わ 自立援 訪問型サ ビ 事業 行う指定事業者 自

立援 訪問型サ ビ 事業者 いう 支払う 提供 サ

ビ いう  

 利用料 規則第 条第 項 規定 利用料 いう  

 常勤換算方法 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ

事業 行う事業所 自立援 訪問型サ ビ 事業所 いう 従

業者 勤務延時間数 当該事業所 い 常勤 従業者 勤務 時間数

除 当該事業所 従業者 員数 常勤 従業者 員数 換

算 方法 いう  

 訪問介護員等 自立援 訪問型サ ビ 提供 当 改 法第 条

改 前 法第 条 第 項 規定 介護福祉士 他政 定 者

いう  

 指定訪問介護事業者 指定居宅サ ビ 等 事業 人員 設備及び運営



関 基準 成 厚生省 第 号 指定居宅サ ビ 等基準

いう 第 条第 項 規定 指定訪問介護事業者 いう  

 指定介護予防訪問介護事業者 介護保険法施行規則等 一部 改 省

成 厚生労働省 第 号 第 条 規定 改 前 指定介護

予防サ ビ 等 事業 人員 設備及び運営並び 指定介護予防サ ビ 等

係 介護予防 効果的 支援 方法 関 基準 成 厚生

労働省 第 号 指定介護予防サ ビ 等基準 いう 第 条

第 項 規定 指定介護予防訪問事業者 いう  

 指定訪問介護 指定居宅サ ビ 等基準第 条 規定 指定訪問介護

いう  

 指定介護予防訪問介護 介護予防サ ビ 等基準第 条 規定 指定

介護予防訪問介護 いう 同  

 指定定期巡回 随時対応型訪問介護看護事業所 指定地域密着型サ ビ

事業 人員 設備及び運営 関 基準 成 厚生労働省 第

号 指定地域密着型サ ビ 基準 いう  第 条 第 項 規

定 指定定期巡回 随時対応型訪問介護看護事業所 いう  

 指定夜間対応型訪問介護事業所 指定地域密着型サ ビ 基準第 条第

項 規定 指定夜間対応型訪問介護事業所 いう  

事業 一般原則  

第 条 指定事業者 指定 自立援 訪問型サ ビ 事業者 法人

格 い  

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 利用者 意思及び人格 尊重 常

利用者 立場 立 サ ビ 提供 い  

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ 事業 運営

当 地域 結び付 重視 及び他 保健 療サ ビ 又

福祉サ ビ 提供 者 連携 い  

 基本方針  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業 利用者 可能 限 居宅 い 自

立 日常生活 営 う 入浴 排泄及び 他 生活全般

わ 支援 行う 利用者 心身機能 維持又 改善 く 要介



護状態 予防 目指 い  

 訪問介護員等 員数  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業所 置く 訪問介護員等 員数

常勤換算方法 ． 長 当該サ ビ 適 行

う 必要 認 員数 場合 限 い  

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ 事業所

常勤 訪問介護員等 う 利用者 当該事業者 指定訪問介護事業者又 指

定介護予防訪問介護事業者 指定 併 自立援 訪問型サ ビ

事業 指定訪問介護又 指定介護予防訪問介護 同一 事業所 い 一

体的 運営 い 場合 あ 当該事業所 自立援 訪問型サ

ビ 事業及び指定訪問介護 利用者又 自立援 訪問型サ ビ 事業及び指

定介護予防訪問介護 利用者 条 い 同 数 又

端数 増 人 者 サ ビ 提供責任者 い

場合 い 当該サ ビ 提供責任者 員数 い 利用者 数

応 常勤換算方法   

 前項 利用者 数 前 均値 新規 指定

場合 推定数  

 第 項 サ ビ 提供責任者 介護福祉士 他厚生労働大臣 定 者

あ 専 自立援 訪問型サ ビ 事業 従事 充

い 利用者 対 自立援 訪問型サ ビ 提供 支

い場合 同一敷地内 あ 指定定期巡回 随時対応型訪問介護看護事業

所又 指定夜間対応型訪問介護事業所 他 職務 従事  

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 指定訪問介護事業者又 指定介護予防訪

問介護事業者 指定 併 自立援 訪問型サ ビ 事業 指定

訪問介護又 指定介護予防訪問介護 同一 事業所 い 一体的 運営

い 場合 あ 指定居宅サ ビ 等基準第 条第 項 第 項

又 指定介護予防サ ビ 等基準第 条第 項 第 項 規定

人員 関 基準 満 前各項 規定 基準 満 い

 

 管理者  



第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ 事業所

専 職務 従事 常勤 管理者 置 い 自

立援 訪問型サ ビ 事業所 管理 支 い場合 当該事業所 他 職

務 従事 又 同一敷地内 あ 他 事業所 く 施設等 職務 従事

 

設備及び備品等) 

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業所 自立援 訪問型サ ビ 提供

必要 広 専用 設 ほ 必要 設備及び備品等 備え

い  

 自立援 訪問型介護事業者 指定訪問介護事業者又 指定介護予防訪問介

護事業者 指定 併 自立援 訪問型サ ビ 事業 指定訪問

介護事業又 指定介護予防訪問介護事業 同一 事業所 い 一体的 運

営 い 場合 あ 指定居宅サ ビ 等基準第 条第 項又 指

定介護予防サ ビ 等基準第 条第 項 規定 設備 関 基準 満

前項 規定 基準 満  

個別計 作成  

第 条 サ ビ 提供責任者 第 条第 項 サ ビ 提供責任者 いう

利用者 日常生活全般 状況及び希望 踏 え 訪問型サ ビ 目標 当

該目標 達成 具体的 サ ビ 内容及びサ ビ 提供 行う期

間等 記載 訪問型サ ビ 個別計 作成  

 内容及び手続 説明並び 同意  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ 提供 開

始 あ 利用申込者又 家族 対 第 条 規定

重要事項 関 規程 概要 訪問介護員等 勤務 体制 他 利用申込者

サ ビ 選択 資 認 重要事項 記 文書 交付 説明

行い 同意 得 い  

提供拒否 禁  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 当 理由 く自立援 訪問型サ

ビ 提供 拒 い  

サ ビ 提供 記録   



第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ 提供

具体的 サ ビ 内容等 記録 利用者 申出

あ 文書 交付 他適切 方法 情報 利用者 対

提供 い  

利用料等 領  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 法定 理 領サ ビ 該当

自立援 訪問型サ ビ 提供 利用者 利用料 支払

  

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 前項 支払 額 ほ 利用者

選定 通常 事業 実施地域 外 地域 居宅 い 自立援 訪問型サ

ビ 行う場合 要 交通費 額 支払 利用者

  

同居家族 対 サ ビ 提供 禁  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 訪問介護員等 同居 家族

あ 利用者 対 自立援 訪問型サ ビ 提供 い   

利用者 関 通知  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 利用者 次 各号 い 該

当 場合 遅滞 く 意見 付 通知 い  

 当 理由 自立援 訪問型サ ビ 利用 関 指示 従わ い

心身 機能低 増進 認 又 要介護状

態 認  

 偽 他不 行為 第 号事業支給費 又 う

 

運営規程  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ 事業所

次 各号 掲 事業 運営 い 重要事項 関 規程 定

い  

  事業 目的及び運営 方針 

  従業者 職種 員数及び職務 内容 

 営業日及び営業時間 



  自立援 訪問型サ ビ 事業 内容及び利用料 他 費用 額 

 通常 事業 実施地域 

 緊急時等 対応方法 

 他運営 関 重要事項 

衛生管理等  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 訪問介護員等 清潔 保持及び健

康状態 い 必要 管理 行わ い  

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ 事業所 設備及

び備品等 い 衛生的 管理 い  

秘密保持等  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業所 従業者 業務 知 得 利用

者又 家族 秘密 漏 い   

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ 事業所 従業者

あ 者 業務 知 得 利用者又 家族 秘密 漏

い う 必要 措置 講 い   

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 サ ビ 担当者会議 指定介護予防支援

等 事業 人員及び運営並び 指定介護予防支援等 係 介護予防 効

果的 支援 方法 関 基準 成 厚生労働省 第 号 第 条

第 号 規定 担当者 招集 行う会議 いう 等 い 利用者 個

人情報 用い 場合 当該利用者 同意 利用者 家族 個人情報 用い

場合 当該家族 同意 あ 文書 得 い   

情処理  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 利用者及び 家族 情

迅 適切 対応 情 付 窓口 設置 等

必要 措置 講 い   

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 前項 情 付 場合 当該

情 内容等 記録 い   

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 提供 自立援 訪問型サ ビ 関

法第 条 規定 行う文書 他 物件 提出 く 提示 求

又 職員 質問 く 照会 応 及び利用者 情 関



行う調査 協力 指導又 言 場合 い

当該指導又 言 従 必要 改善 行わ い   

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 求 あ 場合 前項

改善 内容 報告 い   

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 利用者 情 関 国民健康保険

団体連合会 国民健康保険法 昭和 法律第 号 第 条第 項

規定 国民健康保険団体連合会 いう 同  行う法第 条第

項第 号 調査 協力 国民健康保険団体連合会 同号 指

導又 言 場合 い 当該指導又 言 従 必要 改善

行わ い   

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 国民健康保険団体連合会 求 あ

場合 前項 改善 内容 国民健康保険団体連合会 報告

い  

事故発生時 対応  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 利用者 対 自立援 訪問型サ

ビ 提供 事故 発生 場合 当該利用者 家族 当該利用

者 係 介護予防ケアマネ メント 行う地域包括支援センタ 等 連絡 行

う 必要 措置 講 い   

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 前項 事故 状況及び事故

処置 い 記録 い  

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 利用者 対 自立援 訪問型サ ビ

提供 賠償 事故 発生 場合 損害賠償 や 行わ

い  

記録 整備  

第 条 自立援 訪問型サ ビ 事業者 自立援 訪問型サ ビ 事業所

従業者 設備 備品及び会計 関 諸記録 整備 い  

 自立援 訪問型サ ビ 事業者 利用者 対 自立援 訪問型サ ビ

提供 関 次 各号 掲 記録 整備 完結 日 間保存

い  

 第 条 規定 自立援 訪問型サ ビ 個別計  



 第 条 規定 提供 具体的 サ ビ 提供 記録 

 第 条 規定 通知 係 記録 

 第 条第 項 規定 情 内容等 記録 

 第 条第 項 規定 事故 状況及び事故 処置 い

記録 

他  

第 条 要綱 定 ほ 事業 実施 関 必要 事項 長

別 定  

 

附 則 

 告示 成 日 施行  


